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由
B

I
n-

山

父

の

時

代

松

井

嘉

徳

t土

じ

め

仲
山
父
(
仲
山
甫
)
は
、
西
周
後
期
、

経
』
大
雅

・
蕩
之
什
・
悉
民
篇
は
、

王
室
中
興
の
君
主
と
さ
れ
る
宣
王
に
仕
え
た
賢
臣
・
諌
臣
で
あ
っ
た
。
ヰ
ア
士
口
甫
の
作
と
さ
れ
る
『
詩

天

つ
ね

一
燕
民
を
生
む
や
、
物
あ
れ
ば
則
あ
り
、
民
の
葬
を
乗
る
こ
と
、
こ
の
詑
徳
を
好
む
、
天

有
周
に
監
み
、
下
に
昭
俵
し
、
こ
の
天
子
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を
保
ん
ぜ
ん
と
、
仲
山
甫
を
生
め
り

と
の
語
い
出
し
で
「
柔
嘉
に
し
て
こ
れ
則
あ
り
、
令
儀
令
色
あ
り
て
、
小
心
翼
翼
」
た
る
仲
山
甫
の
徳
望
を
稽
え
、
吹
い
で
湾
で
の
築
城
に
向

(

1

)

 

か
う
仲
山
甫
を
選
別
す
る
は
な
む
け
の
言
葉
へ
と
謡
い
縫
が
れ
る
。

魯
武
公

括
と
戯
と
を
以
い
て
(
宣
)
王
に
見
ゆ
。
王

一方、

戯
を
立
つ
。
奨
仲
山
父
諌
め
て
日
く
「
:
:
:
」
と
。
王
卒
に
こ
れ
を
立
つ

『
園
語
』
周
語
上
に
は
、

あ
る
い
は
、

宜
王
既
に
南
園
の
師
を
喪
い
、
乃
ち
民
を
太
原
に
料
る
。
仲
山
父
諌
め
て
日
く
「
:
:
:
」
と
。
王
卒
に
こ
れ
を
料
る

の
よ
う
に
、
諌
言
を
も
っ
て
宣
王
に
仕
え
た
仲
山
父
の
姿
が
記
録
さ
れ
て
い
る
。

右
に
み
た
周
語
上
に

(

2

)

 

黄
河
北
岸
に
位
置
し
た
陽
奨
を
食
邑
と
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。

こ
の
仲
山
父
(
仲
山
甫
)
と
い
う
人
物
は
、

「
盤
〈
仲
山
父
」
と
も
記
さ
れ
る
よ
う
に
、

奨
す
な
わ
ち
現
在
の
河
南
省
の

『
春
秋
左
氏
停
』
荘
公
三

O
(前
六
六
四
)
年
の



春、

王

強
公
に
命
じ
て
奨
皮
を
討
た
し
む
。
夏
四
月
丙
辰
、
強
公

奨
に
入
り
、
奨
仲
皮
を
執
え
、
京
師
に
開
る

(

3

)

 

と
い
う
記
事
は
、
こ
の
陽
奨
の
地
が
春
秋
期
の
奨
仲
皮
(
奨
皮
)
に
至
る
ま
で
奨
仲
家
の
勢
力
下
に
あ
っ
た
こ
と
を
停
え
て
い
る
。

『
園
語
』

菅
語
四
に〈

菅
文
公
〉
陽
奨
に
次
す
。
:
:
:
陽
人
服
さ
ず
。
公
こ
れ
を
圏
み
、
ま
さ
に
そ
の
民
を
残
わ
ん
と
す
。
倉
嘉
呼
び
て
日
く
「
:
:
:
陽
人
に

夏
・
一
商
の
嗣
典
有
り
、
周
室
の
師
放
有
り
て
、
奨
仲
の
官
守
な
り
き
。
:
:
:
」

と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
地
は
奨
仲
す
な
わ
ち
奨
仲
山
父
の
官
守
の
地
と
認
識
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
の
子
孫
奨
仲
家
は
春
秋
期
に
至
る
ま
で
か
の
地
に

(

4

)

 

勢
力
を
保
っ
て
い
た
。
我
々
が
文
献
史
料
を
遁
し
て
知
り
得
る
事
柄
は
ほ
ぼ
以
上
の
こ
と
に
壷
き
る
だ
ろ
う
。
確
か
に
こ
れ
ら
の
史
料
は
、
仲

(
5〉

山
父
個
人
の
徳
望
の
高
さ
、
あ
る
い
は
彼
の
末
喬
の
運
命
を
停
え
て
く
れ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
仲
山
父
と
い
う
人
物
が
存

在
し
、
か
つ
彼
が
王
朝
の
賢
臣
・
諌
臣
と
し
て
活
動
し
得
た
祉
曾
的
・
時
代
的
背
景
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
史
料
は
ほ
と
ん
ど
何
も
語
っ
て
く

れ
な
い
。
彼
の
生
き
た
時
代
、
す
な
わ
ち
西
周
後
期
と
は
如
何
な
る
時
代
で
あ
り
、
彼
の
活
動
を
支
え
た
社
舎
的
背
景
と
は
如
何
な
る
も
の
で

あ
っ
た
の
か
。
本
稿
で
は
、
仲
山
父
と
い
う
彼
の
名
そ
の
も
の
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
こ
の
問
題
の
一
端
に
迫
っ
て
み
た
い
と
思
う
。

宣
王
の
賢
臣
・
諌
臣
で
あ
っ
た
仲
山
父
は
、
盤
〈
(
陽
焚
)
を
食
邑
(
官
守
の
地
)
と
し
、
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第

章

時
代
は
下
っ
て
後
漢
時
代
、
南
旬
奴
の
皐
子
か
ら
賓
憲
に
一
つ
の
青
銅
器
が
献
上
さ
れ
た
。

『
後
漢
書
』
賓
憲
俸
に
次
の
よ
う
に
い
う
。

南
草
子
、
漠
北
に
お
い
て
〈
賓
)
憲
に
古
鼎
を
遺
る
。
容
は
五
斗
。
そ
の
傍
銘
に
日
く
「
仲
山
甫
鼎
、
其
高
年
、
子
子
孫
孫
、
永
保
用
」

と
。
憲
す
な
わ
ち
こ
れ
を
上
る

こ
の
鼎
は
停
世
し
て
お
ら
ず
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
こ
の
銘
文
の
員
備
を
最
終
的
に
確
認
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、

623 

た
と
え
ば
西
周
後
期
の
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伯
考
父
鼎
ぃ
伯
考
父
作
費
鼎
、
其
高
年
、
子
々
孫
、

永
賓
用

仲
肢
父
鼎
口
仲
殿
父
作
鼎
、
其
寓
年
、
子
々
孫
々
、
賓
用

と
い
っ
た
青
銅
器
銘
と
比
較
し
た
と
き
、

そ
れ
と
基
本
的
に
一
致
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
貝
塚
茂
樹
氏
は
か
つ
て
こ
の
「
仲
山
甫
鼎
」
を
取
り
上
げ
、

(

6

)

 

っ
て
原
器
は
西
周
後
期
の
作
品
と
看
倣
し
て
誤
り
は
な
い
ら
し
い
」
と
述
べ
ら
れ
た
。
本
稿
も
そ
の
判
断
に
従
い
た
い
と
思
う
。

(
7〉

い
わ
ゆ
る
伯
・
仲
・
叔
・
季
の
排
行
と
男
子
の
美
穂
「
父

『
後
漢
書
』
に
記
録
さ
れ
た
「
仲
山
甫
鼎
」
の
銘
文
が
西
周
時
代
の
自
作
器
と
呼
ば
れ
る
青
銅
器
の

「
そ
の
形
式
か
ら
い

と
こ
ろ
で
、
仲
山
父
(
仲
山
甫
〉
あ
る
い
は
伯
考
父
・
仲
股
父
と
い
う
稽
謂
は
、

(

8

)

(

9

)
 

(
甫
)
」
を
構
成
要
素
と
す
る
稽
謂
で
あ
る
。

こ
の

仲
山
父
が
奨
仲
山
父
と
も
記
録
さ
れ
る
よ
う
に
、
食
邑

(

叩

)

(
氏
族
)
名
を
冠
し
て
某
〔
排
行
〕
某
父
と
い
う
形
式
を
と
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
『
詩
程
』
大
雅
・
蕩
之
什
・
常
武
篇
の
程
伯
休
父
、

(

日

)

(

臼

〉

(

臼

)

『
圏
諸
問
』
周
語
上
の
伯
陽
父
、
さ
ら
に
は
『
春
秋
左
氏
俸
』
荘
公
八
(
前
六
八
六
)
年
の
仲
慶
父
・
信
公
二
人
(
前
六
一
ニ
二
〉
年
の
内
史
叔
輿
父

〔
排
行
〕
某
父
と
い
う
稿
謂
は
、
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さ
れ
る
情
報
も
限
ら
れ
て
い
る
。

な
ど
、
文
献
史
料
に
お
い
て
も
こ
の
形
式
の
稽
謂
を
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
る
が
、
そ
の
史
料
数
は
意
外
に
少
な
く
、
か
っ
そ
こ
か
ら
も
た
ら

し
か
し
な
が
ら
そ
れ
と
は
封
照
的
に
、
金
文
史
料
に
お
い
て
は
、
右
に
引
い
た
伯
考
父
鼎
・
仲
股
父
鼎
あ
る

い
は
「
仲
山
甫
鼎
」
な
ど
の
よ
う
に
、
自
作
器
の
作
器
者
を
中
心
と
し
て
数
多
く
の

〔
排
行
〕
某
父
(
莱
〔
排
行
〕
莱
父
)
と
い
う
稽
謂
を
見
い

だ
す
こ
と
、
が
で
き
る
。

以
下
に
は
ま
ず
、
金
文
史
料
に
み
え
る
〔
排
行
〕
某
父
(
某
〔
誹
行
〕
某
父
)
の
一
覧
を
掲
げ
る
ζ

と
に
す
る
。
表
は
や
や
煩
雑
で
は
あ
る

が
、
過
去
に
こ
の
よ
う
な
集
成
が
試
み
ら
れ
た
こ
と
は
な
い
の
で
、

ま
ず
史
料
群
の
全
瞳
像
を
示
し
、

そ
れ
を
踏
ま
え
た
う
え
で
の
議
論
が
必

要
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
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紀 魯 魯 魯 鄭 伯車 伯魯 犀伯 伯史
伯丙多 豊伯車

毛 伯車市
伯大街 伯曾呂 伯鄭

伯菅口
成 成

今伯"*" 伯散車
某 イ口白伯 イ白f自 イ白 氏 伯口 伯邦 伯孫口 厚 者 大 f主同自告~ 原 愈 魚 碩 口 街 イ白 父

父 父 父 父 父 父 父 父 父 父 父 父 父 父 父 父 父 父 父 父
父 某

ト一一
春 春

春秋 春 春

春秋前期
後期 西

後期 後期 後期 後期 後期 後期 後期 後期 後期 f変期後 期後 後期
父
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期
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仲口 仲宣 仲其 仲
倒仲 f段中仲義 南仲 仲栴 イ中 イ逗中仲辛 仲口 仲口 イ競中イ口中仲口 伐仲 居仲1 仲隻 方仲字生 自 稽

父 父 父 父 父 父 父 父 父 父 父 父 父 父 父 父 父 父 父 父 父
a青

後 後 後 後 後 後 後 後 中
期中 期中 期中 期中 期中 期中 期中 期中 期中 期中 期目1J 目リ

期 期 期 期 期 期 期 期 期 期
断

後期 期後
代

筆 鼎 箪 1問三T フ~ 鼎 鼎 宝士豆 高 2云鼎 葬 集 筆 鼎 臣1鼎 r藍羽" 属目 筆 葺 鼎

* * * * 筆 * * ホ * .<Ji o)、 t::;'叫 ( 。、 ( bJ 主主 * * * * ( 。、 * ( ( ( 口、 ( ( ( 司、 ( ( ( 

o) 
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~ 孫
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* ) 、ζ一コ3 ) にJ1 筆 ( 

* 
ト4

ト~

墾 ( CEA白3 

‘ζbJ、a3 1 

名
( 

トー

字数
トー .p. 三..，

ド~

、中-弘J 中h ζ品Jl 

に00A03 3 ) にJ1
謹 者
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( ph。コ
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曇
ι h * ( にJ可
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にに2D 0 由
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〈刀
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某
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(

某

仲

某

父
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r台曾 ロ曾 王 南 食 束
口口仲

某
仲口仲

仲幾
仲 仲

仲師
イ中 仲 イ中 仲 {中

仲吏仲 仲 イ中仲 f中 仲 イ中仲 関 駒 主E主コr 口酉 事主 原
考 方字 鄭 大 皇 手目 走 口 イ中 父 父 父 父 父 父 父 父 父 父 父 父
父 父 父 父 父 父 父 父 父

某

春 春
期後 後 f麦 後

期後 期後 後期
父

期後 後期 期後 後期 期後 期後 期後 期後 期後 期後 後期 後期手大
期秋

期 期 期

前期

壷 豆 3主 筆 霊 駒 ~ 箪 方 宝士E 墾 筆 筆 筆 鼎 願 高 属E鼎 匝 筆
乞(品 * 

( キ * 父 ホ * 願
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叔口叔~ 叔 侯叔 叔口叔伐 叔向 叔
叔事 叔

叔皇 叔碩 叔越 叔友 叔各 叔口叔師 叔
叔口叔口叔口叔口口 男 害日 五 務

父 父 父 父 父 父 父 父 父 父 父 父 父 父 父 父 父 父 父 父 父 父
言青

期後 期後 期後 期後 期後 後期 後期 議後期 期後 期後 期中 期中 期中 期中 期中 期中 期中
同IJ期目IJ期同IJ期目リ
期

断

期後 後期 代

隻 筆 筆 筆 鼎 鼎 筆 匝 ~ 筆 高 紙 手ヰ 筆 筆
筆開

鼎 盤 筆 白 文 解
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続叔大 叔遺=と
口叔 某

叔皇
叔 叔 叔

叔口虎叔 叔孟 叔口叔高 叔邦 叔賓 叔倉 叔皮 叔角 叔臨 叔若 叔口叔良 口叔 叔口家 原 牙
口叔 父 父 父 父 父 父 父 父 父 父 父 父 父 父 父 父 父 父 父 父

父 父 父
某

後
期中 期目1) 父 ま春 春 春 西 西 西 議後期 後期 議議議後期 期後 後期 議議議期後期

秋期 秋期 期秋
周 周 周
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量季口害E逮口季
某

季口宮父季 右季 季良
務

季 父 父 父
父 父 父 E国

某

後期 目リ 同IJ父
後期 後期 後期 議期 期

断

代
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第霊賓 哲叔安 辛叔皇 菅叔家 高叔

商叔口叔口山
輿

父 父 父 口父 父 父 父 父 父 父 父
父 父 父

春秋前 霊前期
秋春

期霊前
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春
秋
前
期

春
秋

文
本
(
由

・]ハ(U
∞由ム

盤
(
N
ω

・
H
O

H
品
目
)

孟

某

父

弓.w:乙L 孟 孟 Z二FEL 孟 孟 孟
孟辛 孟 孟

皇 上 口口口鄭 口 口口干得
父 父 父 父 父 父 父 父 父 父

5関

期後 期後 後期 期後 期後 期後 期後 期後 期中 期中

断

代
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て
〔
排
行
〕
某
父
(
某
〔
排
行
〕
莱
父
)
と
い
う
穣
謂
に
お
い
て
、
某
父
の
莱
に
相
嘗
ず
る
文
字
に
は
総
定
の
困
難
な
も
の
が
多
い
。
表
で
は
印
刷
の
繁
を
避

け
る
た
め
に
、
そ
の
よ
う
な
文
字
は
口
で
表
す
こ
と
に
し
た
。

口
で
示
し
た
文
字
が
そ
れ
ぞ
れ
別
の
文
字
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

二、

断
代
は
『
段
周
金
文
集
成
』
(
一
九
九
六
年
)
の
剣
断
に

一
態
従
っ
た
。
た
だ
し
、

『段
周
金
文
集
成
』
の
早
期
・
晩
期
を
そ
れ
ぞ
れ
前
期
後
期
に
改
め

た
一二
、
器
名
に
つ
い
て
は
、
自
作
器
は
器
種
の
み
を
記
し
た
。
ま
た
器
名
に
附
し
た
*
は
、
そ
の
青
銅
器
の
所
在
が
知
ら
れ
る
も
の
及
び
器
影
を
み
る
こ
と
が
で
き

る
も
の
を
示
し
て
い
る
。

四
、
著
録
は
『
段
周
金
文
集
成
』
の
著
録
番
鋭
を
記
し
た
。
『
段
周
金
文
集
成
』
に
著
録
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
適
宜
そ
の
著
録
を
示
し
た
。

W
W
は
『
文
物』

・

K
G
は

『考
古
』

-
K
W
は

『考
古
奥
文
物
』
・
上
海
は

『
上
海
博
物
院
集
刊
』
・
孫
は
『
金
女
著
銭
側
目
』
の
略
で
あ
る
。

右
に
掲
げ
た
表
か
ら
、

〔
排
行
〕
某
父
開
係
金
文
の
全
瞳
的
な
特
徴
を
指
摘
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。



〔
排
行
〕
某
父
と
い
う
稽
請
が
、
西
周
後
期
を
中
心
と
し
て
、
西
周
中
期
か
ら
春
秋
前
期
に
か
け
て
の
時
期
に
集
中
的
に
出

現
す
る
こ
と
。
か
つ
て
林
巳
奈
夫
氏
は
、
肢
か
ら
春
秋
前
期
に
及
ぶ
器
影
の
知
ら
れ
た
青
銅
器
に
つ
い
て
、
そ
の
銘
文
の
書
式
と
常
用
語
句
の

(

M

)

 

時
代
的
襲
遜
を
検
討
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
氏
は
そ
の
検
討
を
逼
し
て
、
伯
某
父
(
某
伯
某
父
)
と
い
っ
た
稽
調
が
、
氏
の
い
う
西
周

E
期
に
重

黙
が
き
て
春
秋
I
期
に
念
に
少
な
く
な
る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
右
に
掲
げ
た
表
は
現
段
階
で
知
り
得
る
す
べ
て
の
青
銅
器
銘
を
劃
象
と
一

ま
ず
第
一
に
、

し
て
い
る
が
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
時
代
的
傾
向
は
林
氏
の
指
摘
を
再
確
認
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
著
録
さ
れ
た
す
べ
て
の
青
銅
器
銘
に
劃
し

て
断
代
を
附
し
た
『
股
周
金
丈
集
成
』
の
剣
断
は
必
ず
し
も
全
面
的
に
信
頼
し
得
る
も
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
表
の
器
名
欄
に
*
印
で
示
し

た
よ
う
に
、
大
半
の
青
銅
器
の
所
在
な
い
し
は
器
影
を
確
認
し
た
う
え
で
の
剣
断
は
大
枠
で
は
傘
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
、
伯
某
父
(
某
伯
莱
父
)
と
呼
ば
れ
る
人
物
が
、
他
の
排
行
を
帯
び
る
者
に
比
べ
て
倍
近
く
存
在
す
る
こ
と
。
表
に
よ
る
な
ら
ば
、

伯
某
父
(
某
伯
茶
父
〉
が
九
二
名
、
仲
某
父
(
莱
仲
某
父
)
が
四
二
名
、
叔
某
父
(
某
叔
某
父
)
が
五
九
名
、
季
某
父
(
某
季
某
父
)
が
九
名
、
孟
某

交
が
十
名
と
い
う
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
同
名
異
人
あ
る
い
は
重
複
の
可
能
性
を
完
全
に
排
除
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
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の
排
行
聞
の
偏
り
は
承
認
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
現
存
す
る
青
銅
器
は
嘗
時
存
在
し
た
全
青
銅
器
か
ら
の
任
意
抽
出
の
結
果
で
あ
る
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
こ
の
排
行
聞
の
偏
り
は
嘗
時
の
青
銅
器
鋳
造
の
寅
態
を
反
映
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
黙
に
つ
い
て
も
、
林
氏

は
「
伯
が
各
期
と
も
例
数
が
断
然
多
く
、
仲
叔
が
こ
れ
に
次
ぎ
、
孟
は
例
外
的
に
ほ
ん
の
少
数
し
か
な
い
」
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
'

第
三
に
、
銘
文
の
文
字
数
を
み
る
と
、
十
数
字
か
ら
二
十
数
字
程
度
の
銘
文
を
も
っ
青
銅
器
が
大
字
を
占
め
て
い
る
こ
と
。
本
章
の
冒
頭
で

引
用
し
た
「
仲
山
甫
鼎
」
あ
る
い
は
伯
考
父
鼎
・
仲
股
父
鼎
と
同
じ
よ
う
な
「
〔
排
行
〕
某
父
作
口
、
其
高
年
、
子
々
孫
々
、
、
氷
賓
〈
保
)
用
」

と
い
う
銘
文
だ
け
で
十
五
字
必
要
に
な
る
こ
と
か
ら
、
表
に
あ
げ
た
青
銅
器
銘
の
大
半
は
、
自
作
器
の
作
器
者
名
と
器
種
名
と
が
入
れ
替
わ
っ

〔
排
行
〕
某
父
と
い
う
稽
謂
は
、
自
作
器
に
お
い
て
匪
倒
的
に
多
用
さ
れ
る
稽
謂
で
あ
っ
た
と

た
よ
う
な
銘
文
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

635 

以
上
、

〔
排
行
〕
某
父
関
係
金
文
に
つ
い
て
三
つ
の
特
徴
を
指
摘
し
た
が
、
最
後
に
こ
の
史
料
群
の
量
的
な
評
債
を
行
っ
て
お
き
た
い
。
同
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一
銘
文
・
同
一
器
種
を
一
件
と
し
て
扱
う
と
、
〔
排
行
〕
某
父
関
係
金
文
の
内
書
は
、
伯
某
父
(
茶
伯
某
父
)
が
一
三
七
件
、
仲
某
父
(
某
仲
某

父
)
が
五
七
件
、
叔
某
父
(
某
叔
某
父
)
が
六
九
件
、
季
某
父
(
莱
季
莱
父
)
が
十
一
件
、
孟
某
父
が
十
二
件
、
全
瞳
で
は
二
八
六
件
の
青
銅
器

(

日

)

(

羽

)

銘
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
段
階
で
知
り
得
る
青
銅
器
銘
は
お
お
よ
そ
九
五

O
O件
程
度
で
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
本
稿
の
考
察

(

口

〉

の
針
象
外
と
な
る
肢
代
な
ら
び
に
戦
園
期
の
金
文
を
除
外
す
れ
ば
、
そ
の
教
は
四
八

O
O件
程
度
と
な
る
。
こ
の
四
八

O
O件
に
及
ぶ
金
文
史

料
の
な
か
で
、
〔
排
行
〕
某
父
開
係
金
丈
の
二
八
六
件
が
占
め
る
割
合
は
微
々
た
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
金
丈
史
料
の
多
く
が
寅
際
は
数
字
程

度
の
短
銘
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
試
み
に
約
四
八

O
O件
の
金
文
史
料
を
、
銘
文
の
文
字
数
に
よ
っ
て
分
類
し
て
み
る
な

ら
ば
、
一
字
j
四
字
ぃ
約
一
六
七

O
件
、
五
字
J
九
字
口
約
一
四

O
O件
、
十
字
J
十
四
字
日
約
五

O
O件
、
十
五
字

i
十
九
字

日
約
四
三

O

件
、
二
十
字
以
上
口
約
八

O
O件
と
い
う
結
果
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、

字
か
ら
二
十
数
字
程
度
の
文
字
数
か
ら
な
っ
て
い
る
の
で
、

- 50ー

〔
排
行
〕
某
交
関
係
金
文
の
大
半
は
十
数

〔
排
行
〕
某
父
に
関
わ
る
史
料
群
は
、
肢
・
戟
園
金
文
を
除
い
た
十
字
以
上
の
金

文
史
料
全
瞳
の
十
五
パ
ー
セ
ン
ト
程
度
を
占
め
る
も
の
と
剣
断
で
き
る
。
こ
の
比
率
を
ど
の
よ
う
に
評
債
す
る
か
は
難
し
い
が
、
た
と
え
ば
、

「
加
命
」
と
い
う
語
実
を
含
む
も
の
四
五
件
、
そ
れ
に
類
し
た
内
容
を
も
つ
も

金
文
研
究
で
最
も
よ
く
利
用
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
加
命
金
文
が
、

(お〉

の
を
合
わ
せ
て
一

O
O件
程
度
で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
の
史
料
群
が
決
し
て
無
視
し
得
な
い
、
重
要
な
史
料
群
で
あ
る
こ
と
は
確
買
で
あ

ろ
う
。

第

章

(

四

)

一
九
六

O
年
、
映
西
省
扶
風
鯨
召
陳
村
の
西
周
期
客
離
か
ら
十
九
件
の
青
銅
器
が
出
土
し
た
。
う
ち
十
四
件
の
青
銅
器
に
銘
文
が
あ
り
、
そ

の
ほ
と
ん
ど
が
散
氏
関
係
の
も
の
で
あ
っ
た
。
出
土
し
た
散
氏
関
係
器
の
銘
文
は
次
の
遁
り
で
あ
る
。

散
伯
車
交
鼎
〈
四
件
〉

佳
王
四
年
八
月
初
士
口
丁
亥
、
散
伯
車
交
作
口
姑
傘
鼎
、
其
高
年
、
子
々
孫
、
永
賓



住
れ
王
の
四
年
八
月
初
士
ロ
丁
亥
、
散
伯
車
交

(
初
〉

集
成
三
八
八
一
|
六
)

口
姑
の
傘
鼎
を
作
る
。
其
れ
高
年
な
ら
ん
こ
と
を
。
子
々
孫
、
永
く
賓
と
せ
よ

散
車
交
箪
(
五
件

散
車
交
作
口
結
鉾
筆
、
其
高
年
、
子
々
孫
々
、
永
賓

口
姑
の
鉾
箪
を
作
る
。
其
れ
高
年
な
ら
ん
こ
と
を
。
子
々
孫
々
、
永
く
賓
と
せ
よ

集
成
九
六
九
七
)

散
車
父

散
車
交
査
(
一
件

散
車
父
作
皇
母
口
萎
賓
査
、
用
逆
姑
氏
、
伯
車
交
、
其
高
年
、
子
々
孫
々
、
永
賓

む
か

皇
母
口
萎
の
賓
査
を
作
る
。
用
て
括
氏
を
逆
う
。
伯
車
父
よ
、
其
れ
高
年
な
ら
ん
こ
と
を
。
子
々
孫
々
、
永
く
賓
と
せ
よ

散
車
父

散
氏
車
文
査
(
一
件

集
成
九
六
六
九
〉

〈
散
)
氏
車
父
作
口
菱
掌
査
、
其
高
年
、
子
々
孫
々
、
永
賓
用

散
氏
車
父
口
萎
の
傘
査
を
作
る
。
其
れ
高
年
な
ら
ん
こ
と
を
。
子
々
孫
々
、
永
く
賓
用
せ
よ

散
車
父
査
と
散
氏
車
父
査
は
そ
の
母
親
(
皇
母
〉
口
萎
の
た
め
に
作
ら
れ
、
散
伯
車
父
鼎
と
散
車
父
箪
は
口
姑
と
い
う
女
性
の
た
め
に
作
ら
れ

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
青
銅
器
は
同
一
審
議
か
ら
の
一
括
出
土
で
あ
り
、
か
つ
器
形
の
型
式
撃
的
検
討
か
ら
も
す
べ
て
西
周
後
期
に
断
代
さ
れ
得

(

氾

)

(

辺

〉

る
も
の
で
あ
る
。
同
一
人
物
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
青
銅
器
群
で
あ
る
こ
と
に
異
論
は
な
い
だ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
青
銅
器
の
作
器
者
名
に
注
目
し
て
み
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
傍
線
部
で
示
し
た
よ
う
に
散
伯
車
交
・
散
車
父
・
散
氏
車
父
と

(

お

)

か
つ
散
車
父
査
で
は
散
車
父
と
と
も
に
伯
車
父
と
い
う
稽
謂
も
み
え
て
い
る
。
こ
れ
ら
四
つ
の
銘
文
か
ら
導
き
出
せ
る
稽
調
の
閥

- 51ー

表
記
さ
れ
、

係
は
、

散
伯
車
交
リ
散
車
交
H
散
氏
車
父
H
伯
車
父

と
示
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
こ
か
ら
、

637 

(
一
)
散
伯
車
父
の
食
邑
(
民
族
〉
名
「
散
」
が
脱
落
し
、
伯
車
父
と
な
る
(
某
〔
排
行
〕
莱
父
↓
〔
排
行
〕
莱
父
〉
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(
二
〉
散
伯
車
父
の
排
行
「
伯
」
が
脱
落
し
、
散
車
父
あ
る
い
は
散
氏
車
父
と
な
る
(
某
〔
排
行
〕
某
父
↓
某
某
父
・
某
氏
某
父
〉

と
い
う
、
稽
謂
の
襲
化
の
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
を
謹
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

(
一
)
の
幾
化
の
パ
タ
ー
ン
は
、
第
一
章
の
表
に
あ
げ
た
某
〔
排
行
〕
某
父
と
い
う
稽
謂
が
す
べ
て
〔
排
行
〕
某
父
と
省
略
さ
れ
得
た
可
能

性
を
示
し
て
い
る
。
逆
に
言
え
ば
、
表
に
み
え
る
〔
排
行
〕
某
父
と
い
う
稽
謂
は
す
べ
て
、
某
〔
排
行
〕
某
父
と
稽
し
得
た
と
い
う
こ
と
に
も

な
る
だ
ろ
う
。

こ
の
(
一
)
の
獲
化
の
パ
タ
ー
ン
に
よ
っ
て
説
明
可
能
で
あ
る
。

確
に
停
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

t主

「
は
じ
め
に
」
で
引
用
し
た
『
園
語
』
周
語
上
に
お
い
て
、
奨
に
食
ロ
巴
を
も
っ
奨
仲
山
父
が
同
時
に
仲
山
父
と
も
記
さ
れ
る
の

文
献
史
料
は
仲
山
父
(
焚
仲
山
父
)
に
閲
し
て
、

嘗
時
の
稽
謂
法
を
正

(
二
)
の
襲
化
の
パ
タ
ー
ン
は
排
行
が
省
略
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、

同
時
に

(
一〉

の
パ
タ
ー
ン
に
よ
っ
て
食
邑
(
氏
族
)

名
も
省
略
可
能
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
二
つ
の
獲
化
の
パ
タ
ー
ン
、
が
同
時
に
は
た
ら
い
た
場
合
、

(
三
)
某
〔
排
行
〕
某
父
↓
〔
排
行
〕
某
父
(
某
某
父
)
↓
某
父

- 52-

と
い
う
饗
化
が
起
こ
り
得
た
は
ず
で
あ
る
。
残
念
な
が
ら
、
散
伯
車
父
に
闘
し
て
草
父
と
の
み
表
記
さ
れ
た
事
例
は
見
つ
か
ら
な
い
が
、

た
と

え

tま仲
辛
父
箪

州
刑
刻
作
股
皇
租
日
丁
・
皇
考
日
葵
傘
筆
、
哨
刻
、
其
高
年
無
彊
、
子
々
孫
々
、
永
費
用
享

勝
が
皇
祖
日
丁
・
皇
考
日
笑
の
傘
箪
を
作
る
。
辛
父
よ
、
其
れ
高
年
無
彊
な
ら
ん
こ
と
を
。
子
々
孫
々
、
永
く
賓
用
し
て
享

仲
辛
矢

せ
よ

一
つ
の
銘
文
内
に
お
い
て
仲
辛
父
が
辛
父
と
も
記
さ
れ
る
事
例
は
、
こ
の
合
一
〉
の
蟹
化
の
パ
タ
ー
ン
が
貫
際
に
存
在
し
て
い
た

(

M

)

 

こ
と
を
誼
明
し
て
い
る
。
文
献
史
料
に
み
え
る
〔
排
行
〕
某
父
の
例
と
し
て
、
『
詩
経
』
大
雅
・
蕩
之
什
・
常
武
篇
の
程
伯
休
父
の
名
を
あ
げ

(
お
)

『
今
本
竹
書
紀
年
』
は
こ
の
人
物
を
休
父
と
記
す
が
、
こ
の
稽
謂
の
饗
化
は
〈
三
〉
の
パ
タ
ー
ン
に
よ
っ
て
説
明
可
能
で
あ
る
。

の
よ
う
に
、

て
お
い
た
。



(
叩
山
)

ま
た
『
春
秋
左
氏
惇
』
荘
公
八
年
に
み
え
る
魯
の
仲
慶
父
は
、
別
に
公
子
慶
父
・
慶
父
と
い
う
名
で
も
文
献
史
料
に
登
場
す
る
。

仲
慶
父
H
公
子
慶
父
H
慶
父

と
整
理
で
き
る
が
、
仲
慶
父
の
排
行
「
仲
」
が
脱
落
す
る
と
い
う
現
象
も
、
仲
辛
父
↓
辛
父
の
襲
化
の
パ
タ
ー
ン
と
同
じ
で
あ
る
。

つ
い
で
今
関
係
金
文
を
検
討
し
、
右
で
示
し
た
稽
謂
の
襲
化
の
パ
タ
ー
ン
を
確
認
し
て
み
よ
う
。
西
周
後
期
に
断
代
さ
れ
る
令
甲
盤
に
は
号

伯
士
口
父
と
い
う
稽
謂
が
み
え
て
い
る
。
今
甲
盤
の
銘
文
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

住
五
年
三
月
既
死
覇
庚
寅
、
王
初
格
、
伐
撤
抗
手
書
慮
、
号
甲
従
王
、
:
:
:
王
賜
令
甲
馬
四
匹
・
駒
車
、

・、
号
伯
士
ロ
父
作
盤
、
其
眉
書
官
同
年
無
彊
、
子
々
孫
々
、
永
賓
用

い
た

雀
れ
五
年
三
月
既
死
覇
庚
寅
、
王
一
初
め
て
格
り
、
撮
抗
を
置
康
に
伐
つ
。
令
甲

甲
に
命
ず
、
成
周
囲
方
の
積
を
政
闘
し
、
・
:
:
と
。
令
伯
士
口
〈々

王
命
甲
、
政
翻
成
周
囲
方
積
、

王
に
従
う。

:
:
:
王

号
甲
に
馬
四
匹
・
駒
車
を
賜

ぅ
。
王

盤
を
作
る
。
其
れ
眉
蕎
高
年
無
彊
な
ら
ん
こ
と
を
。
子
々

作
器
者
令
伯
土
口
父
は
、
傍
線
を
附
し
た
よ
う
に
、
同
一
銘
文
に
お
い
て
令
甲
あ
る
い
は
甲
と
も
呼
ば
れ
て
お
り
、

あ
る
こ
と
は
確
賓
で
あ
る
。
今
伯
士
口
交
に
は
他
に
、
険
西
省
賓
鶏
鯨
か
ら
出
土
し
た

号
伯
吉
父
謹

令
伯
士
口
々
〈
が
令
甲
(
甲
〉
で

- 53ー

孫
々
、

、氷
く
賓
用
せ
よ

令
伯
士
口
父
作
放
傘
窪
、
其
寓
年
無
彊
、
子
々
孫
々
、
永
賓
用

放
傘
謹
を
作
る
。
其
れ
高
年
無
彊
な
ら
ん
こ
と
を
。
子
々
孫
々
、
永
く
賓
用
せ
よ

分
伯
吉
父

と
レ
う
青
銅
器
も
蔑
さ
れ
て
い
る
。

先
に
散
伯
車
父
関
係
金
文
の
検
討
か
ら
、
(
一
)
某
〔
排
行
〕
某
父
↓
〔
排
行
〕
某
父
、

父
、
さ
ら
に
つ
ニ
)
某
〔
排
行
〕
某
父
↓
〔
排
行
〕
某
父
(
某
某
父
)
↓
某
父
と
い
う
三
つ
の
饗
化
の
パ
タ
ー
ン
が
存
在
し
た
こ
と
を
示
し
た
。

(
一
)
今
伯
吉
父
↓
伯
士
口
俳
人
、

(
二
)
某
〔
排
行
〕
某
父
↓
某
某
父
・
某
氏
某

639 

こ
れ
ら
の
パ
タ
ー
ン
を
令
伯
士
ロ
父
と
い
う
稀
謂
に
適
用
す
る
な
ら
ば、

(
二
)
号
伯
士
ロ
父
↓
今
士
口
々
〈
・
令
氏
吉
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父
、
さ
ら
に
(
三
)
令
伯
士
ロ
父
↓
伯
士
口
父
(
令
土
ロ
父
)
↓
吉
父
と
い
う
稽
謂
の
出
変
化
が
起
こ
り
得
た
こ
と
が
推
定
で
き
る
。
以
下
に
そ
れ
ら
の

稽
謂
を
検
索
す
る
と
、

伯
士
ロ
父
鼎
川
口
佳
十
又
二
月
初
士
口
、
伯
士
口
父
作
毅
傘
鼎
、
其
蔦
年
、
子
々
孫
、
永
賓
用

伯
士
ロ
父
筆
一
唯
十
叉
二
月
初
士
尺
伯
士
口
父
作
毅
傘
室
、
其
高
年
、
子
孫
々
、
永
費
用

伯
士
口
父
直
一
伯
士
ロ
ザ
〈
作
京
姫
匝
、
其
子
々
孫
々
、
永
賓
用

令
士
口
父
筆
二
ザ
士
口
父
作
仲
萎
賓
傘
筆
、
其
高
年
無
彊
、
子
々
孫
々
、
永
賓
用
享
(
集
成
四
O
O八
)

鼎
一
吉
父
作
政
鼎
、
其
高
年
、
子
々
孫
、
永
資
用
享
(
集
成
二
五
二
一
〉

士Io，
口

父

善
夫
吉
父
一
一
南
口
善
夫
士
口
々
〈
作
京
姫
傘
一
雨
、
其
子
々
孫
々
、
永
賓
用
(
集
成
七
O
Ol
四〉

善
夫
吉
父
童
日
善
夫
吉
父
作
旋
盤
、
其
寓
年
、
永
賓
(
集
成
四
五
三

O
)

善
夫
吉
父
協
υ

善
夫
士
ロ
父
作
旋
縮
、
其
子
々
孫
々
、
永
費
用
(
集
成
九
九
六
二
)

- 54一

善
夫
士
ロ
父
孟
ぃ
善
夫
吉
父
作
孟
、
其
高
年
、
子
々
孫
々
、
永
賓
用
(
集
成
一

Q
三
五
〉

善
夫
士
口
々
〈
鼎
υ

善
夫
士
ロ
父
作
鼎
、
其
高
年
、
子
々
孫
々
、
永
賓
用
(
考
古
奥
文
物
九
0
1五〉

の
十
件
の
青
銅
器
銘
を
検
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
う
ち
、
今
士
口
父
筆
・
吉
父
鼎

・
善
夫
士
ロ
父
一
扇
・
善
夫
士
口
々
〈
輩
は
一
九
四

O
年
に
快
西

(

幻

)

省
扶
風
照
任
家
村
か
ら
梁
其
諸
器
と
と
も
に
出
土
し
た
と
停
え
ら
れ
、
善
夫
吉
父
偏
と
善
夫
士
口
父
孟
は
解
放
前
に
岐
山
鯨
青
化
鎮
か
ら
出
土
し

(

お

)

(

却

)

た
と
停
え
ら
れ
る
。
ま
た
伯
士
口
父
鼎
と
伯
士
口
々
〈
筆
は
扶
風
豚
北
橋
村
の
容
識
か
ら
の
一
括
出
土
、
善
夫
吉
文
鼎
は
出
土
地
は
不
明
で
あ
る
が
、

(

叩

〉

西
安
市
文
物
一
商
庖
の
牧
購
口
問
で
あ
る
と
い
う
。
伯
士
口
父
匝
の
み
出
土
地
・
器
影
を
確
認
し
得
な
い
が
、
す
べ
て
西
周
後
期
に
断
代
可
能
な
青
銅

器
群
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
青
銅
器
の
出
土
情
況
な
ら
び
に
、

伯
土
ロ
ザ
〈
匝
銘
に
み
え
る
京
姫
が
善
夫
吉
父
一
高
銘
に
も
み
え
る
こ
と
を
勘
案
す
れ

ば
、
こ
れ
ら
の
青
銅
器
が
す
べ
て
同
一
人
物
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち

今
伯
吉
父
H
伯士口々
〈
H
令
官
文
H
吉
父

(
善
夫
吉
父
〉

H
令
甲



(

釘

〉

と
い
う
関
係
が
成
立
す
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

改
め
て
令
甲
盤
の
銘
文
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
号
甲
盤
銘
に
令
伯
吉
父
と
令
甲
(
甲
)
と
い
う
二
つ
の
稽
謂
が
み
え
る
こ
と
は
既
に
指
摘
し

た
が
、
こ
の
二
つ
の
稽
謂
は
貨
は
銘
文
中
に
お
い
て
意
識
的
に
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
。
号
伯
吉
父
と
い
う
稽
語
は
銘
文
末
尾
に
-
記
さ
れ
る
い

わ
ゆ
る
蝦
辞
、
そ
の
青
銅
器
が
子
々
孫
々
の
代
に
至
る
ま
で
末
、
氷
く
賓
と
し
て
用
い
ら
れ
ん
こ
と
を
願
う
部
分
で
使
用
さ
れ
て
い
る
の
に
封

し

今
甲
(
甲
)
と
い
う
稽
謂
は
青
銅
器
の
作
器
理
由
|
|
猿
抗
討
伐
に
功
績
を
あ
げ
て
周
王
よ
り
馬
四
匹
な
ど
を
賜
っ
た
こ
と
、
お
よ
び
周

王
よ
り
成
周
に
集
め
ら
れ
た
四
方
か
ら
の
貢
納
物
の
管
理
を
命
ぜ
ら
れ
た
こ
と
ー
ー
を
記
す
部
分
で
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
一
つ
の
銘
文
の
な
か
で
稿
謂
が
使
い
分
け
ら
れ
る
例
は
他
に
も
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
耳
伯
箪
(
集
成
四
二
五
七
)
の
銘
文
は
衣

の
通
り
で
あ
る
。

雀
八
月
初
土
口
戊
寅
、
王
格
子
大
室
、

筆
、
其
高
年
、
子
々
孫
々
、
永
賓
用

柴
伯
内
右
師
籍
、

即
位
中
廷
、

王
呼
内
史
弔
ア
氏
、
加
命
師
籍
、
賜
汝

用
事
、
現
伯
用
作
傘

- 55ー

佳
れ
八
月
初
吉
戊
寅
、
王
大
室
に
格
る
。
築
伯
内
り
て
師
籍
を
右
け
、
位
に
中
廷
に
聞
く
。
王

せ
し
む
。
汝
に
:
:
:
を
賜
う
、
用
て
事
え
よ
、
と
。
耳
伯
用
て
傘
筆
を
作
る
。
其
れ
高
年
な
ら
ん
こ
と
を
。
子
々
孫
々
、
永
く
賓
用
せ
よ

加
命
儀
躍
に
関
わ
る
部
分
で
は
師
籍
、
作
器
へ
の
願
望
を
記
す
部
分
で
は
再
伯
と
い
う
よ
う
に
、
二
つ
の
稿
謂
が
意
識
的
に
使
い
分
け
ら
れ
て

(

詑

〉

い
る
の
が
見
て
と
れ
よ
う
。
令
甲
(
甲
〉

・
師
籍
と
い
っ
た
稽
謂
が
職
事
任
命
儀
躍
な
ど
の
公
的
な
場
で
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
に
劉

し
、
令
伯
吉
父
・
再
伯
と
い
う
排
行
を
伴
っ
た
稿
謂
は
作
器
へ
の
願
望
と
結
び
つ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
号
甲
銘
盤
の
「
王
命

(お〉

甲
(
王
甲
に
命
ず
ど
と
は
、
公
的
な
儀
穫
の
場
に
お
け
る
周
王
の
呼
び
か
け
に
由
来
し
た
表
現
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
号
甲
(
甲
)

と
は
公
的
な
場
で
使
用
さ
れ
る
彼
の
「
名
」
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
と
は
意
識
的
に
使
い
分
け
ら
れ
、
か
っ

「
其
高
年
、
子
々
孫
々
、
永
賓
用
」
な
ど
と
い
っ
た
作
器
へ
の
願
望
と
結
び
つ
く
令
伯
吉
父

-
R伯
と
い
っ
た
稽
謂
は
、
そ
の
青
銅
器
が
寅
際

(

引

品

)

に
使
用
さ
れ
る
一
族
の
祭
把
の
場
を
念
頭
に
お
い
た
稿
謂
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

内
史
号
ノ
氏
を
呼
び
、
師
籍
に
加
命

641 
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い
う
ま
で
も
な
く
、
青
銅
器
と
は
そ
れ
に
よ
っ
て
租
先
を
祭
り
、

(

お

)

め
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
自
ら
の
死
後
は
子
孫
に
よ
っ
て
末
、
氷
く
一
族
の
祭
記
に
供
さ
れ
る
た

〔
排
行
〕

某
父
あ
る
い
は
排
行
を
伴
っ
た
稽
請
が
、

そ
の
よ
う
な
作
器
へ
の
願
望
に
お
い
て
特
徴
的
に
登
場
す

る
こ
と
は
、
祭
杷
の
縫
績
に
よ
っ
て
維
持
さ
れ
る
一
族
の
つ
な
が
り

・
ひ
ろ
が
り
の
な
か
に
お
い
て
、
こ
の
稽
謂
が
意
識
さ
れ
使
用
さ
れ
て
い

た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
今
、
債
に
今
甲
盤
銘
か
ら
作
器
理
由
を
記
し
た
部
分
を
省
き
、
作
器
へ
の
願
望
を
記
す
部
分
の
み
を
取
り
出
し
て
み

マ
令
ル
}
、

令
伯
士
口
父
作
盤
、
其
眉
誇
高
年
無
彊
、
子
々
孫
々
、
永
賓
用

と
い
う
二
十
字
の
銘
文
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
作
器
理
由
を
H

吹
い
た
、
作
器
へ
の
願
望
の
み
を
記
し
た
銘
文
こ
そ
、
令
伯
士
口
父
関
係
金

文
あ
る
い
は
散
伯
車
父
関
係
金
文
と
し
て
あ
げ
た
他
の
自
作
器
の
銘
文
と
基
本
的
に
一
致
し
て
い
る
。
第
一
章
の
表
に
あ
げ
た
青
銅
器
の
大
半

が
十
数
字
か
ら
二
十
数
字
程
度
の
銘
文
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、

〔
排
行
〕
某
父
と
い
う
稽
謂
が
何
よ
り
も
ま
ず
、

そ
の
名
の

- 56ー

記
さ
れ
た
青
銅
器
が
使
用
さ
れ
る
一
族
の
祭
杷
の
場
を
念
頭
に
お
い
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
雄
需
に
物
語
っ
て
い
る。

第

章

〔
排
行
〕
某
父
と
い
う
稿
謂
は
、
そ
の
名
が
記
さ
れ
た
青
銅
器
が
使
用
さ
れ
る
一
族
の
祭
杷
の
場
を
念
頭
に
お
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
こ
の
稽
調
に
伯
・
仲
・
叔
・
季
あ
る
い
は
孟
と
い
っ
た
排
行
が
含
ま
れ
る
の
は
、
そ
の
排
行
に
よ

っ
て
示
さ
れ
る
系
譜
上
の
位
置
づ
け
が

一

族
の
内
部
に
お
い
て
強
く
一
意
識
さ
れ
、
意
味
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
排
行
に
よ
る
系
譜
上
の
位
置
づ
け
を
記

し
、
か
つ
作
器
の
理
由
を
飲
い
た
青
銅
器
銘
は
、

〔
排
行
〕
某
父
に
よ
る
自
作
器
に
の
み
限
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば

伯
作
品
押
鼎
口
伯
作
券
(
集
成
一
七
二
八
l
九
)

仲
作
放
葬
臨
υ

仲
作
放
葬
(
集
成
八
五
九
)

顎l

叔

筆
一
都
叔
作
賓
傘
葬
(
集
成
三
五
七
四
)
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史
料
総
数
二
八
五
件
、
伯
(
莱
伯
)
が

一
四
四
件
、
仲
(
某
仲
)
が
四
六
件
、
叔
(
某
叔
)
が
七
一
件
、

季
(
某
季
)
が
一一一

件、

孟
(
莱
孟
)

が
三
件
と
い
う
、

〔
排
行
〕
某
父
関
係
金
丈
に
匹
敵
す
る
史
料
群
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
や
は
り
、
伯
の
排
行
を
帯
び
る
者
が
他
の
排
行
を
座
倒

す
る
こ
と
が
み
て
と
れ
る
。
作
器
理
由
を
飲
い
た
、

系
譜
上
の
位
置
づ
け
が
意
識
さ
れ
、
か
つ
伯
の
排
行
を
帯
び
る
者
が
他
を
匪
倒
す
る
こ
と
、
こ
の
よ
う
な
共
通
貼
を
踏
ま
え
れ
ば
、

某
父
に
よ
る
自
作
器
銘
と
「
〔
排
行
〕
作
口
」
形
式
の
銘
文
と
が

同
じ
意
識

・
祉
曾
的
背
景
を
共
有
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

一
族
の
祭
把
に
供
さ
れ
る
こ
と
を
な
に
よ
り
も
意
識
し
た
青
銅
器
銘
の
形
式
と
し
て
、

一
族
の
祭
杷
の
場
を
念
頭
に
お
い
た
青
銅
器
銘
で
あ
る
こ
と
、
排
行
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る

〔
排
行
〕

ろ
う
。

ま
ず
西
周
前
期
に

「
〔
排
行
〕
作
口
」
と
い
う

形
式
が
成
立
し
、

西
周
中
期
頃
に
い
た
っ
て
作
器
へ
の
願
望
に
関
わ
る
文
言
の
出
現
と
と
も
に
、

〔
排
行
〕
某
父
に
よ
る
自
作
器
が
盛
行
す
る

よ
う
に
な
る
。
南
者
の
時
間
的
な
推
移
は
こ
の
よ
う
に
推
定
で
き
る
だ
ろ
う
。

で
は
何
故
に
、
こ
の
時
期
に
〔
排
行
〕
某
父
と
い
う
稽
謂
が
出

現

・
盛
行
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

職
事
任
命
儀
躍
を
記
録
す
る
い
わ
ゆ
る
加
命
金
文
が
急
増
す
る
時
代
で
も
あ
る
。

(
閉
山
)

を
、
受
命
者
に
具
瞳
的

・
個
別
的
に
命
ず
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
具
盟
的
な
課
題
を
携
う
人
的
ス
タ
ヅ
フ
の
供
給
源
と
な
っ
て
い
た
の
は
、

(
叩
叫
〉

嘗
時
の
支
配
階
層
を
形
成
し
て
い
た
諸
氏
族
の
構
成
員
で
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
第
二
章
で
引
い
た
令
甲
盤
銘
で
は
、
作
器
者
令
伯
士
口
々
〈
は
今
甲

ま
た
新
た
な
職
事
を
任
命
さ
れ
て
い
た
。
彼
は
そ
れ
を
記
念
し

職
事
任
命
儀
曜
と
は
、

王
朝
の
直
面
す
る
具
瞳
的
な
課
題

- 60ー

〔
排
行
〕
某
父
の
自
作
器
が
盛
行
す
る
西
周
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
の
時
代
と
は
、
同
時
に
職
事
任
命
に
関
わ
る
儀
躍
が
確
立
し
、
そ
の

(
甲
)
と
い
う

「名
」
で
も
っ
て
周
王
か
ら
命
ぜ
ら
れ
た
職
事
を
遂
行
し
、

て
、
令
伯
士
口
父
と
い
う
稽
謂
で
も
っ
て
一
族
の
祭
杷
に
供
さ
れ
る
青
銅
器
を
鋳
造
し
た
の
で
あ
る
。

〔
排
行
〕
某
父
と
い
う
稽
謂
は

た
し
か

に
排
行
に
よ
る
系
譜
上
で
の
位
置
づ
け
を
意
識
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
「
某
父
」
の
部
分
に
よ
っ
て
自
己
の
個
性
を
主
張
す
る
も
の

で
も
あ
る
。
令
伯
吉
父
が
令
士
口
々
〈
さ
ら
に
は
吉
父
と
も
記
さ
れ
た
よ
う
に
、
排
行
が
脱
落
し
た

「某
父
」
と
い
う
稿
謂
の
み
で
も
用
を
な
し
得

た
の
は
、
作
器
者
の

一
族
内
部
に
お
け
る
個
性
が
よ
り
重
視
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
作
器
者
名
が

か
ら
〔
排
行
〕
某
父
(
某
〔
排
行
〕
某
父
〉
へ
と
縛
換
す
る
の
は
、

〔
排
行
〕

(
某
〔
排
行
〕
)

作
器
者
の
匿
名
性
が
薄
れ
、

そ
の
個
性
が
よ
り
重
視
さ
れ
る
時
代
が
到
来
し



た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
作
器
者
の
個
性
を
祉
舎
的
に
支
え
て
い
た
も
の
こ
そ
、
職
事
任
命
儀
躍
な
ど
の
公
的
な

場
で
使
用
さ
れ
る
彼
の
「
名
」
で
あ
っ
た
。

他
の
排
行
を
帯
び
る
者
に
比
べ
て
倍
近
く
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘

(

却

)

し
た
が
、
こ
の
事
賓
は
伯
の
排
行
を
帯
び
る
一
族
の
摘
長
子
が
誰
よ
り
も
多
く
の
作
器
チ
ャ
ン
ス
に
恵
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
職

事
任
命
儀
躍
の
場
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
「
更
乃
粗
考
(
な
ん
じ
が
租
考
を
更
ぎ
)
」
と
い
う
表
現
が
用
い
ら
れ
た
よ
う
に
、
嘗
時
の
祉
舎
は
職
事

の
世
襲
的
纏
承
を
一
つ
の
特
徴
と
し
て
お
り
、
そ
の
一
意
味
に
お
い
て
桶
長
子
が
職
事
任
命
に
興
る
チ
ャ
ン
ス
は
嘗
然
多
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
同
時
に
、
伯
某
父
(
某
伯
某
父
〉
に
は
劣
る
も
の
の
、
仲
・
叔
・
季
さ
ら
に
は
庶
子
長
兄
と
さ
れ
る
孟
の
排
行
を
帯
び
る
者
に

も
作
器
の
チ
ャ
ン
ス
が
あ
っ
た
こ
と
も
重
覗
す
べ
き
で
あ
る
。
第
二
章
で
引
い
た
現
伯
筆
と
同
じ
く
、
快
西
省
藍
田
鯨
で
護
見
さ
れ
た
耳
叔
筆

先
に
第
一
章
の
表
か
ら
、
伯
某
父
(
莱
伯
莱
父
)
と
呼
ば
れ
る
人
物
が
、

(
集
成
四
二
五
三
l
四
〉
に

王
在
苓
、
格
子
大
室
、
即
位
中
廷
、
井
叔
内
右
師
果
、
王
呼
弔
ア
氏
、
加
命
師
宋
、
賜
汝
:
:
:
、
用
疋
現
伯
、
師
宋
奔

稽
首
、
敢
掛
揚
天
子
休
、
用
作
股
文
租
賓
筆
、
現
叔
、
其
高
年
、
子
々
孫
々
、
永
賓
用

- 61ー

佳
五
月
初
士
口
甲
氏
、

佳
れ
五
月
-
初
土
口
甲
成
、

本
サ
に
在
り
。
大
室
に
格
り
、
位
に
中
廷
に
聞
く
。
井
叔
内
り
て
師
宋
を
右
く
。
王

た
ず

に
珊
命
せ
し
む
。
汝
に
:
:
:
を
賜
う
、
用
て
現
伯
を
疋
け
よ
、
と
。
師
宋
奔
稽
首
し
、
敢
て
天
子
の
休
を
劃
揚
し
、
用
て
脹
が
文
租
の

王

ヰ
ア
氏
を
呼
び
、
師
宋

賓
室
を
作
る
。
碑
叔
よ
、
其
れ
高
年
な
ら
ん
こ
と
を
。
子
々
孫
々
、
永
く
賓
用
せ
よ

と
あ
る
。
蝦
辞
の
部
分
で
耳
叔
と
記
さ
れ
る
人
物
が
、
前
段
の
作
器
理
由
を
記
し
た
部
分
で
は
師
宋
と
呼
ば
れ
、

か
つ
「
耳
伯
を
疋
け
よ
」
と

の
王
命
を
受
け
て
い
る
。
開
叔
と
師
乗
の
使
い
分
け
は
、
第
二
章
で
み
た
令
甲
盤
あ
る
い
は
現
伯
筆
の
場
合
と
同
様
で
あ
り
、
宋
と
は
公
的
な

場
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
軒
叔
の
「
名
」
で
あ
る
。
再
叔
は
肩
伯
の
弟
あ
る
い
は
分
家
で
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
が
、
職
事
任
命
儀
瞳
の
場
で

(

ω

)

 

命
ぜ
ら
れ
た
「
耳
伯
を
疋
け
よ
」
と
の
任
務
は
公
的
な
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
碍
一
族
に
お
け
る
国
伯
|
|
現
叔
と
い
う
氏
族
的

(

4

)

 

序
列
の
確
認
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
耳
叔
(
師
宋
)
は
、
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公
的
な
場
で
自
ら
の
「
名
」
を
も
っ
て
命
ぜ
ら
れ
た
職
事
、

な
ら
び
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に
そ
れ
に
伴
う
賜
物
を
記
念
し
、
末
永
く
一
族
の
祭
把
に
供
さ
れ
る
青
銅
器
を
鋳
造
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
仲
・
叔

・
季
さ
ら
に

は
孟
と
い
う
排
行
を
帯
び
る
者
が
職
事
任
命
な
ど
の
機
曾
を
通
し
て
枇
'
曲
目
的
に
活
動
し
、
自
ら
の
個
性
を
主
張
し
つ
つ
一
族
の
祭
杷
に
関
わ
り

得
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

〔
排
行
〕
某
父
と
は

一
族
内
部
の
系
譜
的
位
置
づ
け
を
念
頭
に
お
い
た
稀
謂
で
は
あ
っ
た
が
、
同
時
に
氏
族
の
壁
を
こ
え
た
公
的
な
場
で

職
事
を
携
嘗
し
、
自
己
の
個
性
を
主
張
し
得
る
人
物
の
稽
謂
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、

〔
排
行
〕
某
父
と
い
う
稽
謂
が
氏
族
の
内

部
で
使
用
さ
れ
る
ば
か
り
で
な
く
、

よ
り
公
的
な
場
で
も
用
い
ら
れ
得
た
可
能
性
を
拓
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
第
一
章
の
表
を
み
る
と
、
十

数
字
か
ら
二
十
数
字
の
銘
文
に
ま
じ
っ
て
五
十
字
・
六
十
字
さ
ら
に
は
百
字
以
上
に
も
及
ぶ
長
文
の
青
銅
器
銘
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
に
気
附

く
。
た
と
え
ば
伯
惣
父
の
場
合
、
墨
書
「
伯
懲
父
」
の
三
字
銘
を
除
け
ば
、
他
は
す
べ
て
小
臣
謎

・
召
・
師
緋
・
小
臣
宅
・
呂
行
と
い
っ
た
第

三
者
に
よ

っ
て
作
ら
れ
た
長
文
の
青
銅
器
銘
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
銘
文
の

一
部
を
示
そ
う
。

叡
東
夷
大
反
、
伯
搬
出
父
以
股
八
師
、
征
東
夷
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小
臣
謎
箪

こ
こ
に
東
夷
大
レ
に
反
す
。
伯
慾
父

股
八
師
を
以
い
、
東
夷
を
征
す

召
白
(
傘
)

唯
九
月
、
在
炎
師
、
甲
午
、
伯
慾
父
賜
召
白
馬
敏
責
髪
微
:
・

ゆ

び

〈

る

召
に
白
馬
の
敏
責
に
し
て
髪
微
き
を
賜
う
:
:
・

唯
れ
九
月
、
炎
師
に
在
り
。
甲
午
、
伯
慾
父

呂
行
査

唯
三
月
、
伯
慾
父
北
征
、
唯
還
:
:
:

唯
れ
三
月
、
伯
慾
父
北
征
し
、
唯
れ
還
る
:

」れ
ら
の
事
例
で
は

東
夷
の
征
討

・
北
征
な
ど
と
い
っ
た
公
的
な
活
動
の
場
に
お
い
て

伯
総
父
と
い
う
稽
謂
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

小
臣



認
・
召
・
師
勝
・
小
臣
宅
・
呂
行
が
す
べ
て
伯
惣
父
の
一
族
な
い
し
は
回
閣
僚
で
あ
り
、
伯
慾
父
と
い
う
稽
謂
が
こ
と
さ
ら
用
い
ら
れ
た
可
能
性

も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
た
と
え
ば
五
組
衛
鼎

佳
正
月
初
土
口
庚
氏
、
衛
以
邦
君
属
告
子
井
伯
・
伯
邑
父
・
定
伯
・
競
伯
・
伯
俗
父
:
:
:

と
も

邦
君
属
と
以
に
井
伯
・
伯
ロ
巴
父
・
定
伯
・
諒
伯
・
伯
俗
父
に
告
ぐ
・

佳
れ
正
月
初
吉
庚
氏
、
衛

に
お
い
て
、
作
器
者
護
衛
が
嘗
時
の
執
政
圏
の
一
員
で
あ
る
伯
邑
父
・
伯
俗
父
商
人
の
一
族
な
い
し
は
属
僚
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
困
難

〔
排
行
〕
某
父
と
い
う
稽
謂
が
公
的
な
場
で
も
使
用
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
ほ
か
な
い
だ
ろ
う
。
ま
た
師
獣
筆
に
み
え
る
伯
鯨
父

で
あ
る
。

tま

佳
王
元
年
正
月
初
土
口
丁
亥
、
伯
鯨
父
若
田
、
師
獣
、
乃
租
考
又
骨
子
我
家
、
汝
有
佳
小
子
、
余
命
汝
死
我
家
:
:

な
ん
じ

佳
れ
王
の
元
年
正
月
初
士
口
丁
京
、
伯
訴
父
若
く
日
く
、
師
猷
よ
、
乃
が
粗
考
は
我
家
に
偶
有
り
。
汝
ま
た
小
子
と
雄
も
、
余

お
さ

じ
て
我
家
を
死
め
し
む
・
・
・
・
:

汝
に
命
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「
若
日
」
と
い
う
本
来
は
周
王
に
の
み
用
い
ら
れ
た
表
現
を
伴
っ
て
、
師
猷
へ
の
職
事
任
命
を
お
こ
な
っ
て
お
り
、
嘗
時
の

最
有
力
者
で
あ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

と
あ
る
よ
う
に
、

以
上
の
伯
慾
父
・
伯
邑
父
・
伯
俗
父
・
伯
訴
父
と
い
う
例
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
第
三
者
の
作
器
に
か
か
る
長
文
青
銅
器
銘
に
登
場
す

る
〔
排
行
〕
某
父
は
、
王
朝
擢
力
の
中
橿
に
位
置
す
る
人
物
で
あ
っ
た
。
本
来
は
一
族
内
部
の
系
譜
上
の
位
置
づ
け
を
念
頭
に
お
き
、
一
族
の

祭
杷
の
場
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
〔
排
行
〕
某
父
と
い
う
稽
謂
が
、
王
朝
の
も
っ
と
も
公
的
な
場
に
お
い
て
も
機
能
し
得
た
こ
と
と
な
ろ
う
。

そ
L
て
、
そ
の
よ
う
な
公
的
な
場
に
登
場
し
た
〔
排
行
〕
莱
父
と
呼
ば
れ
る
人
物
が
王
朝
の
官
職
あ
る
い
は
身
分
を
帯
び
た
場
合
、
そ
の
稽
謂

は
さ
ら
に
〔
官
職
・
身
分
〕
某
父
と
も
掛
変
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
第
二
章
で
号
伯
吉
父
関
係
金
文
を
検
討
し
、

号
伯
吉
父
H
伯
士
口
父
H
令
吉
父
日
士
ロ
父
(
善
夫
吉
父
)

649 

(
日
制
〉

と
の
関
係
を
示
し
た
が
、
令
伯
士
口
父
が
善
夫
と
い
う
官
職
名
を
冠
し
て
善
夫
士
口
父
と
も
稽
し
得
た
こ
と
は
そ
の
一
例
と
な
る
だ
ろ
う
。

九
四



650 

O
年
に
映
西
省
扶
風
鯨
任
家
村
か
ら
令
士
ロ
ゲ
〈
箪
・
善
夫
吉
父
一
面
一
同
な
ど
と
と
も
に
出
土
し
た
と
停
え
ら
れ
る
梁
其
閥
係
金
文
に
は
、
伯
梁
其
・
梁

(
刊
日
〉

其
・
善
夫
梁
其
と
い
っ
た
稀
謂
が
み
え
て
お
り
、
や
は
り
稽
謂
の
排
行
が
脱
落
し
、
そ
こ
に
官
職
・
身
分
名
が
附
さ
れ
得
た
こ
と
を
示
し
て
い

(

川

叫

〉

(

必

)

(

必

〉

(

U

)

る
。
こ
の
よ
う
な
事
例
と
し
て
は
他
に
、
師
務
父
(
伯
薙
父
)
・
師
俗
父
(
伯
俗
父
〉
・
師
儒
父
(
伯
鯨
父
)
・
魯
宰
翻
父
(
伯
翻
父
)
な
ど
の
例
を
あ

(必〉

げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
嘗
時
の
祉
舎
は
一
族
内
部
で
の
稽
謂
が
公
的
な
場
に
お
い
て
も
使
用
さ
れ
得
た
よ
う
に
、
氏
族
制
的
原
理
か
ら
完
全
に

脱
却
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
逆
に
、
公
的
な
場
に
氏
族
制
的
原
理
を
取
り
込
み
、
そ
れ
と
官
制
的
・
身
分
的
秩
序
と
を
結
び
つ

け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
王
朝
の
権
力
機
構
な
ど
の
公
的
秩
序
を
維
持
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
〔
排
行
〕
某
父
と
い
う
稽
調
が
盛
行
し
た
時
代
、

す
な
わ
ち
仲
山
父
と
い
う
人
物
が
存
在
し
、
王
朝
の
賢
臣
・
諌
臣
と
し
て
活
動
し
得
た
時
代
と
は
、
こ
の
よ
う
な
時
代
で
あ
っ
た
。

お

わ

り

『
詩
経
』
大
雅
・
蕩
之
什
・
悉
民
篇
は
、
本
稿
冒
頭
の
引
用
部
分
を
う
け
て
、

の

り

な

ん

じ

っ

仲
山
甫
に
命
ず
る
に
、
こ
の
百
辞
に
式
と
し
て
、
戎
の
租
考
を
績
ぎ
、
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王
の
婦
を
こ
れ
保
ん
ぜ
よ
、
王
命
を
出
納
し
、
王
の
喉
舌
た

お
己
江

田
方
に
こ
こ
に
渡
せ
よ
、
と
。
粛
粛
た
る
王
命
、
仲
山
甫
こ
れ
を
賂
い
、
邦
園
の
若
否
、
仲
山
甫
こ
れ
を
明
ら

お
己
た

か
に
す
、
す
で
に
明
に
し
て
か
つ
哲
に
、
も
っ
て
そ
の
身
を
保
ち
、
夙
夜
解
ら
ず
、
も
っ
て
一
人
に
事
う

王れ
、
政
を
外
に
賦
き
て
、

と
謡
い
纏
い
で
い
る
。
仲
山
甫
は
諸
侯
の
手
本
と
な
っ
て
王
の
身
を
守
り
、
王
命
を
出
納
し
て
四
方
に
そ
の
政
を
敷
く
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ
、
彼

も
ま
た
そ
の
命
を
奉
じ
て
、
夙
夜
解
る
こ
と
な
く
周
王
に
仕
え
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
悉
民
篇
の
表
現
は
、
た
と
え
ば
師
詞
筆
「
な
ん
じ
が
心
を
敬
明
に
し
、
な
ん
じ
が
友
を
率
以
し
、
王
の
身
を
拝
禦
し
、
汝
の
な
ん
じ
が

き

み

か

な

わ

辞
を
以
て
媒
に
陥
れ
ざ
ら
ん
こ
と
を
欲
す
」
(
集
成
田
三
四
二
)
、
あ
る
い
は
大
克
鼎
「
克
を
王
服
に
勧
わ
し
め
、
王
命
を
出
納
せ
し
む
」
(
集
成

二
八
三
六
)
・
毛
公
鼎
「
こ
の
庶
と
出
入
し
て
外
に
使
し
、
命
を
敷
き
政
を
敷
き
」
な
ど
と
い
っ
た
西
周
後
期
の
青
銅
器
銘
を
訪
併
と
さ
せ
る
。

宜
王
に
仕
え
た
賢
臣
・
諌
臣
と
し
て
記
録
さ
れ
る
仲
山
父
は
、
伯
慈
父
や
伯
鯨
父
な
ど
と
同
様
に
、
〔
排
行
〕
某
父
の
稿
調
を
も
っ
て
公
的
な



場
に
登
場
し
得
た
人
物
で
あ
り
、

王
朝
権
力
の
中
植
に
あ
っ
ザ
山、
王
の
身
を
拝
禦

L
、
王
命
の
出
納
に
関
わ
る
と
い
っ
た
職
責
を
果
た
し
て
い
た

の
で
あ
る
。

残
念
な
が
ら
、
仲
山
父
(
焚
仲
山
父
)
の
名
に
言
及
す
る
青
銅
器
銘
は
、
『
後
漢
書
』
に
引
く
「
仲
山
甫
鼎
」
を
除
け
ば
、
一
例
も
存
在
し

て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
の
名
は
文
献
史
料
に
記
録
さ
れ
今
日
に
俸
え
ら
れ
た
。
文
献
史
料
は
仲
山
父
(
焚
仲
山
父
〉
と
い
う
彼
の
稽

謂
を
正
確
に
記
録
す
る
ご
と
に
よ
っ
て
、
我
々
に
彼
の
活
動
を
支
え
て
い
た
時
代
的
・
祉
舎
的
背
景
を
停
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
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註(
1
〉
『
今
本
竹
書
紀
年
』
は
こ
れ
を
宣
王
七
年
に
か
け
、

山
甫
城
斉
」
と
記
す
。

(
2
〉
、本
文
引
用
の
『
詩
経
』
毛
俸
に
「
仲
山
甫
、
奨
侯
也
」
、
周
語
上
意

‘昭
注
に
「
仲
山
父
、
王
卿
士
、
食
采
於
焚
」
と
あ
る
。

(

3

)

一『
春
秋
左
氏
停
』
荘
公
二
九
年
「
奨
皮
叛
王
」
の
『
左
氏
曾
築
』
に

「
仲
山
甫
篤
宣
王
卿
士
、
食
采
於
笑
、
見
周
語
。
焚
皮
叢
其
後
也
。
仲

山
甫
、
E

日
語
日
焚
仲
。
焚
一
名
陽
笑
、
見
隠
十
一
年
」
と
い
う
。

(

4

)

陳
般
市
『
春
秋
大
事
表
列
園
爵
姓
友
存
滅
表
諜
異
』
七

O
、
焚
(
一
九

六
九
年
ν
。
な
お
、
金
文
に
も
焚
に
関
わ
る
史
料
が
存
在
す
る
が
、
こ

れ
は
焚
仲
山
父
の
焚
と
は
別
園
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。

徐
少
筆

「
焚
園
銅
器
及
其
歴
史
地
理
新
探
」
(
『
考
古
』
一
九
九
五
年
第
四
期
〉

参
照
。

(

5

)

谷
口
義
介
「
仲
山
甫
と
そ
の
徐
沓
L

(

『
闇
宇
林
』
一
一
四
、

年〉。

(
6
〉
貝
塚
茂
樹
『
中
園
古
代
史
拳
の
凌
展
』

樹
著
作
集
』
第
四
倉
-
六
一
二
一
貝
v
。

‘

「
主
命
焚
侯
仲

一
九
九
六

ハ
一
九
四
六
年
ベ

『
貝
塚
茂

(

7

)

『
儀
躍
』
土
冠
躍
「
伯
某
甫
、
仲
叔
季
、

・唯
其
所
蛍
」
注
に
「
伯
仲

叔
拳
、
長
幼
之
稽
」
と
あ
る
。
金
文
史
料
に
お
い
て
も
、
曾
侯
伯
作
子
持

父
(
曾
侯
の
仲
子
持
父
〉
が
曾
仲
旋
父
と
も
記
さ
れ
る
よ
う
に
(
「
湖

北
京
山
稜
現
曾
園
銅
器
」
『
文
物
』
一
九
七
二
年
第
二
期
〉
、
伯
・
仲
・

叔
・
季
は
排
行
を
原
義
と
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

(

8

)

『
設
文
解
字
』
一
一
一
下
・
用
部
「
甫
、
男
子
之
美
儒
也
、
日
以
周
父
、
父

亦
撃
L

。
『
穀
梁
俸
』
隠
公
元
年
に
「
郷
儀
父
盟
子
昧
、
:
:
:
儀
字
也
、

父
猶
縛
也
、
男
子
之
美
穂
也
」
と
あ
り
、
註
(
7
〉
引
用
の
『
儀
躍
』
土

冠
躍
注
に
「
甫
是
丈
夫
之
美
稽
、
:
:
:
甫
字
或
作
父
」
と
い
う
。
金
文

史
料
に
お
い
て
も
、
た
と
え
ば
毛
公
鼎
(
集
成
二
八
四
一
〉
に
「
王
若

田
、
父
唐
」
と
あ
る
よ
う
に
、
「
父
」
は
男
子
の
美
穂
と
し
て
使
用
さ

れ
て
い
る
。

(

9

)

伯
に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
五
等
爵
日
公
・
侯
・
伯
・
手
・
男
の

寸
伯
」
と
の
関
係
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
。
金
文
史
料
に
よ
れ
ば
、

、伯
は
内
服

一〈
王
畿
)
に
存
在
し
た
内
諸
侯
を
中
心
に
用
い
ら
れ
る
稽
謂

で
あ
っ
た
。
-た
と
え
ば
井
伯
と
い
う
人
物
が
こ
れ
に
相
嘗
す
る
が
、
同
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時
に
井
一
族
に
は
井
叔
あ
る
い
は
井
季
と
い
う
務
請
も
確
認
で
き
る
よ

う
に
、
伯
と
は
叔
・
季
な
ど
と
の
分
族
関
係
を
意
識
し
た
、
本
来
は
排

行
に
由
来
す
る
務
謂
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
ら
れ
る
。
吉
本
道
雅

「
春
秋
五
等
爵
考
」
(
『
東
方
皐
』
第
八
七
輯
、
一
九
九
四
年
〉
参
照
。

〈
叩
〉
『
詩
経
』
大
雅
・
蕩
之
什
・
常
武
「
王
謂
予
氏
、
命
程
伯
休
父
、
左

右
陳
行
、
戒
我
師
放
、
率
彼
准
浦
、
省
此
徐
土」
。

(
江
)
『
園
語
』
周
語
上
「
幽
王
二
年
、
西
周
三
川
皆
震
、
伯
陽
父
目
、
周

勝
亡
失
、
・
・
・
」
。

(
ロ
〉
『
春
秋
左
氏
俸
』
荘
公
八
「
夏
、
師
及
斉
師
圏
断
。
戯
降
子
斉
師
。

仲
慶
父
請
伐
努
師
」
。

(
日
)
『
春
秋
左
氏
俸
』
倦
公
二
八
「
王
命
罪
氏
及
王
子
虎
・
内
史
叔
輿

父
、
策
命
E

日
侯
信
用
侯
伯
」
。

(

U

)

「
段
|
春
秋
前
期
金
文
の
書
式
と
常
用
語
句
の
時
代
的
繁
遜
」
(
『
東

方
皐
報
』
京
都
・
第
五
五
加
、
一
九
八
三
年
)
。

(
お
)
青
銅
器
に
よ
る
祭
犯
の
封
象
と
な
る
被
作
器
者
に
も
、
〔
排
行
〕
某

父
と
い
う
稽
謂
で
呼
ば
れ
る
者
が
若
干
例
存
在
し
て
い
る
。
被
作
器
者

の
祷
謂
に
つ
い
て
は
、
別
に
考
察
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
本
稿
で
は

と
り
あ
え
ず
除
外
し
た
。

(
日
)
同
一
銘
文
・
同
一
一
機
種
を
考
慮
せ
ず
、
す
べ
て
の
青
銅
器
銘
を
数
え

た
場
合
、
『
股
周
金
文
集
成
』
の
著
録
数
は
一
一
九
八
三
件
と
な
る
。

そ
の
後
の
増
加
分
を
加
え
る
と
、
総
数
は
二
二

O
O
O件
弱
と
な
る
だ

ろ
う
。

(
ロ
〉
肢
末
と
西
周
初
の
金
文
の
緋
別
な
ど
、
青
銅
器
銘
の
断
代
は
必
ず
し

も
容
易
な
も
の
で
は
な
く
、
嘗
然

一
定
の
誤
差
が
含
ま
れ
る
。
従
っ

て
、
以
下
に
あ
げ
る
数
値
は
厳
密
な
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
一

懸
の
目
安
で
あ
る
こ
と
を
諒
解
さ
れ
た
い
。

(
市
山
)
武
者
一軍

「
西
周
加
命
金
文
分
類
の
試
み
」
〈
『
東
洋
文
化
』
第
五
九

続、

一
九
七
九
年
、
の
ち

『
西
周
青
銅
器
と
そ
の
園
家
』
一
九
八

O
年

に
再
録
〉
で
は
九
一
件
、
陳
漢
卒
『
西
周
朋
命
制
度
研
究
』
(
一
九
八

六
年
)
で
は
八

O
件
の
青
銅
器
銘
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

(
日
)
「
扶
風
廷
自
大
隊
出
土
的
一
…
批
西
周
銅
器
」
(
『
文
物
』
一
九
七
二

年
第
六
期
)
。

(
初
)
『
段
周
金
文
集
成
』
は
散
車
父
箆
を
六
器
著
録
す
る
。
著
録
番
続
三

八
八
六
の
散
車
父
筆
は
、
一
九
八
一
年
に
扶
風
鯨
博
物
館
が
徴
集
し
た

も
の
で
あ
る
。

(
幻
)
林
巳
奈
夫
『
殿
周
時
代
青
銅
器
の
研
究
』
(
一
九
八
四
年
)
、
同
時

作
銘
青
銅
器
表
一

O
五。

(
勾
〉
ち
な
み
に
、
『
繍
堂
集
古
銭
』
著
録
の
散
季
箆
(
集
成
四
二
二
ハ
)

に
「
雀
王
四
年
八
月
初
土
口
丁
亥
、
散
季
肇
作
朕
王
母
叔
養
費
筆
、
散

季
、
其
高
年
、
子
々
孫
々
、
永
賓
」
と
の
銘
文
が
あ
る
。
四
年
八
月
初

士
ロ
丁
亥
は
散
伯
車
父
鼎
の
日
附
と
一
致
し
て
お
り
、
同
じ
日
に
散
伯
車

父

・
散
季
に
よ
っ
て
青
銅
器
が
鋳
造
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。

(
幻
〉
第
一
章
表
の
「
伯
車
父
」
欄
に
は
、
散
車
父
査
の
他
に
伯
車
父
忽
を

著
録
し
た
。
た
だ
し
、
爾
銘
の
「
車
」
{
子
は
字
形
が
異
な
っ
て
い
る
の

で
、
あ
る
い
は
別
人
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

(
川
崎
)
御
正
衛
箆
(
集
成
田

O
四
四
〉
「
五
月
初
土
ロ
甲
申
、
愁
父
賞
御
正
衛

馬
匹
、
白
玉
、
周
作
父
戊
賓
晶
守
勢
」
に
み
え
る
懇
父
が
伯
懇
父
で
あ
る

こ
と
は
一
般
に
承
認
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
稽
謂
の
繁
化
も
(
三
)
の
パ

タ
ー
ン
か
ら
設
明
で
き
る
。

(
お
)
『
今
本
竹
書
紀
年
』
「
(
宣
王
)
二
年
、
錫
太
師
皇
父
・
司
馬
休
父
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六
年
、

皇
父
・
休
父
従
王
伐
徐
戎
、
次
予

王
帥
師
伐
徐
戎
、
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命」、
准」。

(
m
m
)

『
春
秋
経
』
妊
公
二
年
「
夏
、
公
子
慶
父
帥
師
伐
於
徐
丘
」
、
『
春

秋
左
氏
停
』
荘
公
三
二
年
「
公
疾
、
間
後
於
叔
牙
、
針
目
、
慶
父
材
」

な
ど
。

(mC
羅
西
軍

「
扶
風
出
土
的
一
商
周
青
銅
器
」
(
『
考
古
輿
文
物
』
一
九
八

O
年
第
四
期
〉
。

(
お
)
「
記
岐
山
愛
現
的
三
件
青
銅
器
」
(
『
考
古
』
一
九
五
九
年
第
二

期)。

(
却
〉
「
侠
西
省
扶
風
豚
北
橋
出
土
一
批
西
周
青
銅
器
」
(
『
文
物
』
一
九

七
四
年
第
一
一
期
)
。

(
叩
)
「
西
安
市
文
物
中
心
的
悦
蔵
的
商
周
青
銅
器
」
(
『
考
古
奥
文
物
』
一

九
九

O
年
第
五
期
)
。

(
況
)
陳
夢
家
『
美
脅
圏
主
義
劫
掠
的
我
園
殿
周
銅
器
集
録
』
(
一
九
六
二

年
、
松
丸
道
雄
改
編
『
段
周
青
銅
器
分
類
圃
録
』
一
九
七
七
年
〉

A
六

九
九
に
「
吉
父
即
令
甲
盤
之
令
白
土
ロ
父
和
西
清
二
七
・
二
五
分
士
ロ
父
筆

之
4
0
士
口
父
、
亦
聞
令
甲
」
と
い
う
。

(
担
〉
吉
本
選
雅
「
西
周
朋
命
金
文
考
」
(
『
史
林
』
第
七
四
巻
第
五
挽
、
一

九
九
一
年
)
に
、
こ
の
黙
に
つ
い
て
の
指
摘
が
あ
る
。

(
お
〉
た
と
え
ば
、
豆
閉
塞
(
集
成
田
二
七
六
〉
に
「
唯
王
二
月
既
生
覇
、

辰
在
戊
寅
、

王
格
子
師
戯
大
室
、
弁
伯
入
右
豆
開
、
王
呼
内
史
、
朋
命

豆
閉
、
玉
目
、
閉
、
賜
汝
:
:
:
〈
唯
れ
王
の
二
月
既
生
頭
、
辰
は
戊
寅

に
在
り
。
王
師
戯
の
大
室
に
格
る
。
井
伯
入
り
て
豆
閉
を
右
く
。
王

内
史
を
呼
び
、
豆
閉
に
朋
命
せ
し
む
。
主
日
く
、
閉
ょ
、
汝
に
・
・

を
賜
う
、
:
:
:
と
ご
と
あ
る
よ
う
に
、
加
命
儀
躍
の
場
な
ど
に
お
い

て
、
周
王
は
受
命
者
の
「
名
」
を
呼
び
か
け
る
の
が
一
般
的
で
あ
っ

た。

(
川
品
)
叔
向
父
百
円
箆
(
集
成
四
二
四
二
〉
の
作
器
者
で
あ
る
叔
向
父
百
円
と
い

う
稽
謂
は
、
叔
向
父
と
い
う
稽
謂
と
彼
の
「
名
」
百
円
が
併
用
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
雨
者
が
併
用
さ
れ
得
る
こ
と
は
、
〔
排
行
〕
某
父
と
い
う

稽
謂
と
「
名
」
と
が
異
な
る
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し

て
い
よ
う
。
〔
排
行
〕
芙
父
と
い
っ
た
稽
謂
を
「
字
」
と
す
る
考
え
方

も
あ
ろ
う
が
、
西
周
期
に
「
字
」
が
存
在
し
た
の
か
と
い
う
黙
を
含
め

て
、
別
途
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

(
お
〉
林
巴
奈
夫
「
殿
周
時
代
に
お
け
る
死
者
の
祭
紀
」
〈
『
東
洋
史
研
究
』

第
五
五
各
第
三
鋭
、
一
九
九
六
年
)
。

(
お
)
林
巳
奈
夫
「
段
|
春
秋
前
期
金
文
の
書
式
と
常
用
語
句
の
時
代
的
繁

蓮
」
(
前
掲
)
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
作
器
へ
の
願
望
に
関
わ
る
文

言
は
西
周
E
期
以
降
に
増
加
す
る
。

〈
初
出
〉
拙
稿
「
西
周
官
制
研
究
序
説
」
〈
『
島
根
大
準
法
文
血
宇
都
紀
要
社

曾
シ
ス
テ
ム
皐
科
編
』
第
一
鋭
、
一
九
九
六
年
)
。

(
お
)
拙
稿
「
周
の
園
制
|
封
建
制
と
官
制
を
中
心
と
し
て
」
(
『
般
周
秦

漢
時
代
史
の
基
本
問
題
』
、
待
刊
〉
。

(
卸
)
『
春
秋
左
氏
停
』
隠
公
元
年
「
恵
公
元
妃
孟
子
」
疏
に
「
遁
妻
之

子
、
長
者
稀
伯
、
妾
子
長
於
妻
子
、
則
稽
鴛
孟
」
と
い
う
。

(
川
叫
)
た
と
え
ば
、
申
筆
「
王
命
夕
、
加
命
申
、
更
乃
租
考
、
疋
大
統
、
官

翻
堕
人
支
九
戯
祝
(
王
者
ノに
命
じ
、
申
に
朋
命
せ
し
む
。
乃
が
租
考

を
更
ぎ
、
大
観
を
疋
け
、
聾
人
と
九
戯
祝
と
を
官
翻
せ
よ
)
」
(
集
成
四

二
六
七
)
・
虎
箆
「
王
呼
内
史
、
目
、
加
命
虎
、
日
:
:
今
命
汝
日
、

更
乃
租
考
、
疋
師
戯
、
嗣
走
馬
叡
人
東
五
ロ
巴
走
馬
叡
人
(
王
内
史
を
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呼
び
て
日
く
、
虎
に
加
命
せ
よ
、
と
。
日
く
、
:
:
:
今
、
汝
に
命
じ
て

白
く
、
乃
が
租
考
を
更
ぎ
、
師
戯
を
疋
け
、
走
馬
叡
人
と
五
邑
走
馬
叡

っ
か
さ
と

人
と
を
溺
れ
)
」
(
『
考
古
輿
文
物
』
一
九
九
七
年
第
三
期
〉
な
ど
の
よ

う
に
、
「
疋
口
」
の
文
言
は
職
事
任
命
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。

(
川
叫
)
伊
藤
道
治
『
中
園
古
代
国
家
の
支
配
構
造
』
(
一
九
八
七
年
)
一
一
一
一
一
一

O
頁
参
照
。

(
必
〉
令
甲
盤
に
み
え
る
令
伯
士
口
父
は
、
「
は
じ
め
に
」
で
引
い
た
『
詩

経
』
大
雅

・
蕩
之
什

・
系
民
篇
な
ど
の
作
者
と
博
え
ら
れ
る
予
士
口
甫
と

同
一
人
物
で
あ
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
『
金
文
通
簿
』
第
三

二
精
一
九
一
・
『
商
周
青
銅
器
銘
文
選
』
四
三
七
な
ど
)
。
『
詩
経
』
小

雅
・
南
有
嘉
魚
之
什
・
六
月
第
に
「
薄
伐
猿
説
、
至
子
太
原
、
文
武
士
ロ

甫
、
高
邦
信
用
憲
」
・
『
今
本
竹
書
紀
年
』
「
(
宣
王
)
五
年
夏
六
月
、
者
ノ
吉

甫
帥
師
伐
猿
抗
、
至
子
太
原
」
と
あ
る
よ
う
に
、
綴
狛
征
討
に
携
わ
っ

た
吾
ノ
士
ロ
甫
の
事
績
は
令
甲
盤
の
記
載
と
一
致
し
て
い
る
。
ま
た
、
善
夫

と
晋
ノ
は
と
も
に
王
命
の
出
納
な
ど
の
共
、通
し
た
職
掌
を
捲
っ
て
い
る
。

善
夫
士
口
父
が
予
士
ロ
甫
(
父
〉
と
同
一
人
物
で
あ
る
可
能
性
は
高
い
だ
ろ

久ノ。

ハ
刊
日
)
伯
梁
其
蜜
「
伯
梁
其
作
放
蜜
:
:
:
」
(
集
成
四
四
四
六

l
七
)
・
梁

其
鼎
「
佳
五
月
初
吉
壬
申
、
梁
其
作
傘
鼎
:
:
:
」
(
集
成
二
七
六
八
|

七
O
〉
・
梁
其
壷
「
佐
五
月
初
士
ロ
壬
申
、
梁
其
作
品
亭
査
:
:
:
」
〈
集
成

九
七
一
六
七
)
・
梁
其
鍾
「
梁
其
目
、
主
額
皇
租
考
:・・
」
(
集
成

一
八
七
|
九
二
)
・
善
夫
梁
其
筆
「
善
夫
梁
其
作
股
皇
考
悪
仲
・
皇
母

恵
拭
傘
筆
」
(
集
成
四
一
四
七
五
一
〉
。

(
川
世
〉
馬
瓶
(
集
成
九
四
八
)
・
馬
鼎
(
集
成
二
七
二
一
〉
・

椅
白
(
集
成
五

四
一
一
)
・
眠
傘
(
集
成
六

O
O八〉。

ハ
必
〉
永
孟
(
集
成
一

O
三
二
二
)
。

(
必
〉
元
年
師
免
纂
(
集
成
四
二
七
四
l
五
)
・
三
年
師
免
箆
(
集
成
四
一
一
一

一八

l
九
〉
・
師
韓
民
筆
(
集
成
四
三
二
四
五
)
。

(
円
引
)
魯
宰
翻
父
高
(
集
成
七

O
七
)
・
伯
瓢
父
盤
(
集
成
一

O
一
O
一二)。

な
お
こ
の
雨
器
は
と
も
に
山
東
省
都
豚
か
ら
の
出
土
で
あ
る
(
「
山
東

郷
豚
七
家
硲
村
出
土
的
西
周
銅
器
」
『
考
古
』
一
九
六
五
年
第
一
一

期)。

(
叫
叩
〉
某
父
が
す
べ
て
の
官
職
・
身
分
名
と
結
び
つ
く
か
ど
う
か
は
定
か
で

は
な
い
が
、
善
夫
・
宰
な
ど
と
い
っ
た
権
力
中
植
に
位
置
す
る
官
職
名

と
の
親
近
性
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
師
某
父
と
い
う
稽
謂
が
屋
倒

的
に
多
数
を
占
め
る
こ
と
は
、
師
が
嘗
時
の
擢
力
機
構
の
軍
事
的
側
面

に
深
く
関
わ
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
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THE AGE OF ZHONG SHAN FU 仲山父

Matsui Yoshinori

　　

Zhong Shan Fu was ａ vassal of King χuan 宣王of the Western Zhou

dynasty. His name is composed ｏ£“ｚｈｏ？ｌｇ”ｲ中(thesecond son),“Shan”

山, and “和”父(honorific title). The names, which composed of the

character representing the seniority among brothers at first and then the

proper name, and finallly the title“か", are frequently found in bronze

inscriptions of the Western Zhou period. Through analyzing this kind

of names in bronze inscriptions, we can comprehend the characteristics of

the age of Zhong Shan Fu here.

　　

The features of the bronze inscriptions containing this kind of names

are as follows:

　　

1. Most of these inscriptions were made in the middle and late period

　　　

of the Western Zhou.

　　

2. Most of these inscriptions belonged to the holders of“ろθ”伯, the

　　　

eldest heirs.

　　

3. The number of Chinese characters of these inscriptions is largely

　　　

from 10 to 20， or even up t0 30.

　　

This kind of names originally indicated the superior position of the

named person in the lineage, and was used in the ceremony of ancestor

worship. It can ｅχplain the second and third features mentioned above.

　　

The middle and late period of the Western Zhou was also the peak age

of bronze inscriptions recording ceming ^命（tｈｅ ceremony of conferring

noble position). The vassal who received orders from the King in the

ceremony could obtain his own political and social status. So even though

he was not the eldest heir, he could use this kind of name in the ceremony

of ancestor worship.

　　

In the age of Zhong Shan Fu, both the clan system and the ceming

system shaped the political and　social　structure of the ぺA^estern　Zhou

dynasty.
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